
1 大井町駅周辺地区バリアフリー基本構想策定

平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 品川区

・重点整備地区区域、生活関連施設、生活関連経路を設定し、基本構想の策定を行う。
・特定事業を実施する。

（H24当初） （H26末） （H27末）

基本構想の策定地区数

基本構想に基づく特定事業の実施事業数
0事業 0事業 1事業

Ａ1　基幹事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

1-A-1 交通 一般 品川区 直接 大井町駅周辺地区バリアフリー基本構想策定検討 10

合計 10

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

1-C-1 道路 一般 品川区 直接 道路バリアフリー事業 1

合計 1

番号 備考

1-C-1 計画(1-A-1)で定めた道路に関する特定事業が具体的に実施され、だれにでもやさしいまちづくりに向けた道路整備が図られる。

（参考様式2）　　社会資本総合整備計画（市街地整備） 平成28年3月1日

計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

品川区では、高齢者や障害者を含むすべての人々にやさしいまちをつくるため、平成９年３月に「品川区高齢者や障害者にやさしいまちづくり推進計画」を策定し、公共交通機関や歩行空間のバリアフリー化、やさしいまちガイドマップの作成に取り組んできた。
その後国においては、平成１８年に交通バリアフリー法とハートビル法を統合・拡充した総合的・一体的な法制度として「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー新法）が制定された。
このような取り組みや動向を踏まえ、平成９年策定の計画を見直ししハードの整備と同時に心のバリアフリーを含むソフト施策の充実も取り入れた計画として「品川区すべての人にやさしいまちづくり推進計画」（平成２０年３月）を策定し、この中で拠点駅周辺における福祉のまちづくり重点地区を定め、ユニバーサルデザイ
ンの面的かつ重点的な整備の推進を明示した。
こうした位置づけのもと、商業、公共、福祉施設が集積し、高齢者や障害者を含む多くの来街者が訪れる区の中心核「大井町駅周辺」においてバリアフリー基本構想を策定し一体的、重点的な整備を官民とともに推進することにより、だれにでもやさしいまちづくりの実現を目指す。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0地区 1地区 1地区

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
11百万円 Ａ 10百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ 1百万円

効果促進事業費の割合
9.1%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

交付対象事業

事業者
要素となる事業名

市町村名
全体事業費
（百万円）（事業箇所）

品川区 基本構想策定　(重点整備地区75.0ha) 品川区

番号 事業者 要素となる事業名
事業内容

市町村名
事業実施期間（年度） 全体事業費

（百万円）（延長・面積等）

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

一体的に実施することにより期待される効果

品川区 視覚障害者用誘導ブロック設置　約100m 品川区



（参考様式3）　（参考図面）市街地整備

計画の名称 1 大井町駅周辺地区バリアフリー基本構想策定

計画の期間 平成25年度　～　平成27年度　（3年間） 品川区交付対象

大井町駅周辺地区

1－C－1 道路バリアフリー事業
（視覚障害者用誘導ブロック設置）

1－A－1
大井町駅周辺地区バリアフリー基本構
想策定検討


